
 

                

 

 

 
 
 

市職員の諸手当の不正受給にかかる処分等について 
 

 
 このことについて、以下のとおり予定していますので、お知らせします。 
 

 

１ ニュースリリース 

  処分の詳細について、令和８年（２０２６年）２月１２日（木）１３時頃にニュース

リリースを予定しています。 

 

２ 総務部長による記者説明 

  ニュースリリースを行った後、総務部長による説明を行います。 

（１）日 時 令和８年（２０２６年）２月１２日（木） １５時から 

  （２）場 所 市役所本庁舎 ４階 記者クラブ 

 

  ※会場準備の都合がございますので、記者説明にお越しくださる場合は、事前に 

広報プロモーション課、または下記お問い合わせ先までご連絡いただきますよう 

お願い申し上げます。 

 

 

 

 

 
 

 

＜問い合わせ＞  総務部職員課長 石川    電話０４２－６２０－７２０３ 

 

令和８年（２０２６年）２月１０日 ニュースリリース 


